
 

川崎市工事請負業者の等級区分に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、川崎市競争入札参加者選定規程（昭和 50年 6月 30日訓令第 7号、以

下「規程」という。）別表第２に定める工事請負契約の有資格業者の等級区分に関する、経

営事項審査以外の審査項目及び基準について、必要な事項を定めるものとする。 

 （審査項目及び基準） 

第２条 審査項目及び基準は、規程別表第２に定める平成２０年国土交通省告示第８５号に

定めるところによるものに、次の各号に掲げる項目及び点数の合計点数を加えたものとす

る。ただし、次の各号については、市内に本社又は事業所を有する事業者を対象とする。 

（１） 障害者の雇用の促進等に関する法律第 43条第７項に基づき雇用状況の報告を義務付

けられている事業者で法定雇用率を達成していること、又は同項に基づき雇用状況の

報告を義務付けられている事業者以外で障害者を常用雇用していること。１０点 

（２） 本市と応急防災措置等に関する協定等を締結している事業者及び締結している団体

に加入していること。１０点 

（３） 川崎市防災協力事業所登録制度に関する登録をしていること。１０点 

（４） 建設業労働災害防止協会に加入していること。１０点 

（５） 本社又は委任先若しくは市内の営業所がＩＳＯ９００１の認証を取得していること。

１０点 

（６） 本社又は委任先若しくは市内の営業所がＩＳＯ１４００１又はエコアクション２１

の認証を取得していること。１０点 

（７） 次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」又は女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する法律に基づく「一般事業主行動計画」を策定していること。

１０点 

（８） 次世代育成支援対策推進法第１３条若しくは第１５条の２、女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法律第９条に基づく認定、又は「かわさき☆えるぼし」認証制

度実施要綱に基づく認証を受けていること。１０点 

（９） 横浜保護観察所に協力雇用主として登録があること。１０点 

（10） 川崎市消防団協力事業所表示制度に定める消防団協力事業所の認定基準に適合して 

      いること。１０点 

（11） 川崎市ＳＤＧｓ登録・認証制度「かわさきＳＤＧｓパートナー」実施要綱に基づく

認証を受けていること。１０点 

（12） 川崎市優良事業者表彰要綱に基づく表彰を受けてから、５年度を経過していないこ

と。１０点 

（13） 川崎市請負工事監督規程・川崎市請負工事検査規程、川崎市上下水道局請負工事監

督規程・川崎市上下水道局請負工事検査規程、川崎市交通局請負工事監督規程・川崎

市交通局請負工事検査規程及び川崎市病院局請負工事監督規程・川崎市病院局請負工

事検査規程に定める工事成績評定書の成績評定点の業種ごとの過去３年間における平

均点。７５点以上１０点、６５点以上７５点未満５点、６５点未満及び点数がない場

合０点 



 

  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年９月３０日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱は、平成２９年度に係る競争入札参加資格申請から適用し、平成２８年度に係

る競争入札参加資格申請については、適用しない。 

 附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成２９年７月３日から施行する。 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年６月２０日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の要綱の規定は、平成３１年度に係る競争入札参加資格申請から適用し、平成３

０年度に係る競争入札参加資格申請については、適用しない。 

  附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和２年６月１５日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の要綱の規定は、令和３年度に係る競争入札参加資格申請から適用し、令和２年

度に係る競争入札参加資格申請については、適用しない。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、令和４年３月１日から施行する。 

 


